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みぞばた ひろ と まつもと ひで き

　私は、甲社を経営している社長です。この度、他の会社で働いていた息子が当社に入社することになりました。

　息子の待遇は、当面役員などにはせずに使用人としてがんばってもらおうと思っていますが、他社の給与水準が高かっ

たので給与は少し高めに支給する予定です。税務上特に気をつけることはないでしょうか？

　取締役や監査役でなく使用人であったとしても、同族会社の経営に従事して一定の出資要件を満たしている者や役員の

親族等については、給与の一部が損金不算入になるなど税務上不利な取扱いを受ける場合があります。

　税務上、株主総会において選任され登記された取締役や監査役などの役員（法令上の役員）だけでなく、相談役、顧問や同族会社の使

用人で一定の出資要件を満たす者で会社の経営に従事している者についても、役員とみなされます。

公認会計士・税理士　溝端浩人
税理士　松本栄喜第17回 社長の子への給与は損金不算入？

１　税務上の役員の範囲

　使用人に対する給与については、原則として損金算入を認めていますが、役員の親族等に過大な給与を支給するなどして、所得の分散

や法人税負担の軽減を図る場合があるので、役員の親族等（特殊関係使用人＊１）に対して支給する給与については、その給与のうち不

相当に高額と認められる部分の金額＊2は、損金に算入することができません。

2　役員の親族に対する給与

平成30年5月 平成30年5月

＊１　特殊関係使用人とは、役員の親族や役員と事実上の婚姻関係と同様の関係にある者等をいいます。
＊2　不相当に高額と認められる部分の金額とは、当該使用人の職務の内容、法人の収益・他の使用人の給与支給状況や同種規模類似法人の使用人の給与支給状況等に

照らして計算します。
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すず き もとふみ

法人税関係〈前編〉 税理士　鈴木基史

1　所得拡大促進税制の見直し
　税額控除額が、原則として給与等支給総額の対前年度増加額の『15％』（法人税額の20％を限度）とされ、適用要件が大幅に変更されました。

（当年度の雇用者給与等支給額－前年度の雇用者給与等支給額)× 15％＝税額控除額
⇒　基準期間を廃止し、給与支給額・設備投資額・教育訓練費に基づき計算します。

大企業と中小企業で異なり、中小企業の方が格段に適用が容易です。
中小企業は継続雇用者に対する給与等支給額が1.5％以上増加するだけでＯＫ
大企業は継続雇用者に対する給与等支給額が３％以上増加し、かつ、一定額以上の設備投資も必要

3　租税特別措置の適用制限
　業績好調にもかかわらず、賃上げや設備投資が不十分な大企業には税の優遇措置を認めないこととされました。

中小企業者以外の法人で、当期の所得金額（欠損金の繰越控除前）が前期の所得金額（同左）を超え、かつ、次のいずれの要件も
満たさない法人
①　当年度の継続雇用者給与等支給額が前年度を超えること
②　国内設備投資額が減価償却費総額の10％を超えること

●　研究開発税制：試験研究費の税額控除
●　地域未来投資促進税制：地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却または特別控除
●　情報連携投資等促進税制：革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別控除

平成30年４月１日から平成33年３月31日までの間に開始する事業年度適 用 時 期

適用対象と
なる法人

適用除外と
なる租税特
別措置

平成30年４月１日から平成33年３月31日までの間に開始する事業年度適 用 時 期

算　　　式

適 用 要 件

中小企業者(注１） 継続雇用者(注２)に対する給与等支給額(注３)の増加割合が対前年度比1.5％以上であること

そ の 他 法 人 継続雇用者に対する給与等支給額の増加割合が対前年度比３％以上で、かつ、国内設備投資額が減価償却費総額の90％以上であること
（注１）中小企業者とは、大規模法人の子会社を除く資本金１億円以下の法人をいいます。
（注２）継続雇用者とは、当期および前期の全期間を通じて給与等の支給がある者をいいます。
（注３）給与等支給額は国内の事業所に勤務する使用人に支給する額（賞与を含む）で、パート・アルバイトへの給与を含み、役員（使用人兼務役員を含む）とその親族等に対するものは除きます。

2　新たな特別償却・税額控除制度の創設
⑴　革新的情報産業活用設備を取得した場合

　生産性向上特別措置法に規定する革新的データ産業活用
計画の認定を受けた法人を支援します。

企業内外のデータを連携・高度利活用する
ことにより、生産性の向上を図るために新
増設する機械装置・器具備品・ソフトウエ
アで、最低投資合計額が5,000万円以上の
もの
具体例：データ収集センサー、データ分析

用のロボット・サーバ・ＡＩ・ソ
フトウエア、サイバーセキュリテ
ィ対策品etc.

30％特別償却または３％(注)税額控除（法
人税額の15％を限度）
（注）継続雇用者給与等支給額の対前年度増加割合が３％

以上のときは５％（法人税額の20％を限度）

生産性向上特別措置法の施行日から平成33
年３月31日までの間

対 象 資 産

適 用 措 置

適 用 時 期

⑵　高度省エネルギー増進設備を取得した場合

　工場等での大規模な省エネ投資、複数事業者が連携して行う物流システム
効率化投資等を支援します。
具体例：複数の事業者が連携した製造工程の省エネの取組み、複数の荷主が

連携した物流システムの効率化 etc.
機械装置、器具備品、建物附属設備、構築物、ソフトウエア
30％特別償却または7％税額控除（法人税額の20％を限度と
し中小企業者のみ適用）
平成30年４月１日から平成32年３月31日までの間

対 象 資 産
適 用 措 置

適 用 時 期

⑶　企業主導型保育施設用資産を取得した場合

　事業所内保育施設の整備に伴う設備投資を支援します。
子ども・子育て支援法による事業所内保育施設を構成する建
物等およびその幼児遊戯用構築物等、保育事業の用に供する
遊戯用の構築物・遊戯具・家具・防犯設備
12％割増償却（建物等・構築物は15％）
平成30年４月１日から平成32年３月31日までの間

対 象 資 産

適 用 措 置
適 用 時 期

中 小 企 業 者

継続雇用者に対する給与等支給額の増加割合が2.5％以上で、かつ、次のいずれかに該当すること
①　教育訓練費の増加割合が対前年度比10％以上であること
②　経済産業大臣等の認定を受けた経営力向上計画につき、その計画に従って経営力向上が確実に行われた

ことの証明を受けていること

そ の 他 法 人 当期の教育訓練費の額が前期・前々期の平均額より20％以上増加していること
（注） 教育訓練費とは次のものをいいます。
　　●自らが行う教育訓練の外部講師謝金・外部施設使用料　●他の者に委託する場合の委託費　●他の者が行う教育訓練への参加費

要　　　　件 控　除　率

25％

20％

通常 上乗せ後

15％

15％

下記の要件を満たす場合、控除率が上乗せされます（中小企業者10％、その他法人５％）。上乗せ措置

取締役、監査役、会計参与、理事、監事等（法令上の役員）

使用人以外の者（相談役、顧問等）

同族会社の使用人で一定の出資要件を満たす者＊１

税務上の役員

みなし役員経営従事者＊2

＊１　一定の出資要件を満たす者とは、下記の全ての要件を満たす者をいいます。

（注）株主グループとは、その会社の株主等並びにその株主等と特殊関係にある個人及び法人（＝同族関係者）をいいます。また、所有割合は自己株式を除いて

計算します。

＊2　経営に従事しているかどうかは、販売・仕入れの計画、従業員の採用・給与、借入れや増資の決定など会社の主要な業務についての決定権を有し、その結果に

対して責任を有することとなるかなどを総合的に判断します。
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Ａ株主グループ

Ｂ株主グループ

Ｃ株主グループ

Ｄ株主グループ

Ｅ株主グループ

Ｆ株主グループ

その使用人の属する株

主グループの所有割合

が10％を超えている

その使用人の属する株

主グループの所有割合

が10％を超えている

YES YES

上位3株主グループ（Ａ

～Ｃ株主グループまで）

の所有割合を合計し、は

じめて所有割合が50％超

となるまでの株主グルー

プに属している

その使用人の属する株主

グループの所有割合が10

％を超えている

その使用人の所有割合が

5％を超えている（配偶

者等の所有割合を含めて

判定します）


